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各種感染症対応フローチャート

２０２１年１１月４日から

本人および同居家族

※３７．５℃以上の発熱 ⇒出席停止

登校不可、自宅・寮（別室個別対応）で待機、健康観察

医療機関等に相談、受診

風邪など、

新型コロナ

以外が原因

と診断

新型コロナの疑い

ＰＣＲ等検査

陰 性

症状が消失したら登校可 医師の許可により登校可

※陰性判定、医師の診断後は通常欠席

●上記の場合以外の体調不良（微熱、風邪症状など）は

原則、症状が消失するまで登校を控え、自宅・寮（自室）

で療養する ⇒通常欠席

●新型コロナウイルス・インフルエンザ等の感染症と診断された場合

は、さかのぼって出席停止とする

※インフルエンザの疑い

※インフルエンザと診断

※同居家族がインフルエンザ

と診断

⇒出席停止


